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１章 はじめに（立地適正化計画の概要） 
 

１ 立地適正化計画とは 

現在、人口減少と高齢化により持続可能な都市経営が大きな問題となっています。 

医療、福祉、商業施設や住居等がまとまって立地し、高齢者をはじめとする住民が公共交通に

よりこれらの生活利便施設等にアクセスできるなど、福祉や交通なども含めて都市全体の構造を

見直す『コンパクトシティ＋ネットワーク』の検討が重要となっています。 

国では、行政と住民や民間事業者が一体となってコンパクトなまちづくりに取り組めるよう、

平成２６年８月に「都市再生特別措置法」が改正され、「立地適正化計画」を定めることができ

るようになりました。 

この制度は、インフラ整備や土地利用規制などの従来の制度に加え、民間施設の整備に対する

支援や、立地を穏やかに誘導する仕組みを併せ持つ新しいまちづくりを行うためのものです。 

「深川市立地適正化計画」は、都市再生特別措置法（第８１条）による「住宅及び都市機能増

進施設の立地の適正化を図るための計画」として定め、「深川市都市計画マスタープラン」の一

部とみなします（都市再生特別措置法第８２条）。 

よって、深川市都市計画マスタープランと同様、「深川市総合計画」及び北海道の「都市計画

区域の整備、開発及び保全の方針」を上位計画とするとともに、他の部門別計画と整合を図りま

す。 

 

図 １-１ 計画の位置づけ 
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２ 計画策定の背景と目的 

人口減少や少子高齢化、車社会の進展により中心部における消費の低迷といった中心市街地の

空洞化等により、都市構造そのものを見直さなければならない局面を迎えており、特に、中心市

街地の空洞化は、まちの賑わいや活気が損なわれるだけではなく、商店街の消費にも影響を与え

るため、市内経済への大きな課題となっています。 

そこで、必要な都市機能と公共サービスを集約させ、地域の活性化と生活利便性の向上及び経

営コストの効率化を図りながら、少ない人口であっても市民生活の満足度が高められるようなま

ちづくりを目指すため、医療、福祉、介護、文化等の公共施設の集約化を明確にし、これらの拠

点間を公共交通で結ぶ「コンパクト・プラス・ネットワーク」が有効な政策の１つといわれてお

り、多くの市民に対して、まちの中心部への居住誘導を促し、将来にわたり都市として持続可能

となるまちづくりを進めるために「深川市立地適正化計画」を策定するものです。 

 

３ 計画に定める事項（対象区域・計画期間・目標年次） 

都市計画運用指針より、都市計画区域全体（２，３５３ｈａ）を本計画の区域とします。 

また、令和 2（２０２０）年度を基準年とし、令和２３（２０４１）年度までの２２年間を計

画期間とします。 

図 １-２ 対象区域 
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２章 深川市の現状と課題 
 

１ 人口の動向 
 

（１）総人口・世帯数 
 

総人口・総世帯数の推移 a．

本市の人口・世帯数は減少傾向であり、

平成２７年は２１，９０９人、９，６６９

世帯、２０年前（平成７年）に比べて人口

は２３．８％、世帯数は１０．０％減少し

ています。 

平均世帯人員は一貫して減少しており、

世帯の小規模化が進んでいます。 

 

年齢別人口 b．

年齢別人口をみると、平成２７年では年

少人口（０～１４歳）が１，９９５人（９．

１％）、生産年齢人口（１５～６４歳）が

１１，２８１人（５１．５％）、高齢人口

（６５歳以上）が８，６１６人（３９．３％）

であり、総人口が減少する中、高齢人口は

増加し、２０年間で１．４倍となっていま

す。 

 

将来人口推移 c．

本市の将来人口をみると、今後も減

少傾向が続き、約２０年後の令和２２

年では平成２７年の６割程度になる

と推計されます。 

一方で、少子高齢化は拡大し令和２

２年の高齢化率は５０．９％まで増加

します。 

 
 

【分析結果】 

人口減少への対応 

○ 人口減少は今後も続き、約２０年後の令和２２年では、平成２７年の約６割になることが推

計されていることから、人口減少に対応したまちづくりが求められます。 

図２-２ 年齢 3区分別人口の推移 

資料：各年国勢調査結果（総務省統計局） 

図２-１ 総人口・世帯数・平均世帯人員の推移 

図２-３ 年齢３区分別将来人口の推移 

資料：各年国勢調査結果（総務省統計局） 

資料：各年国勢調査結果（総務省統計局）、国立社会

保障・人口問題研究所（平成３０年３月推計） 
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（２）都市計画区域内人口 
 

都市計画区域内人口 a．

今後２０年間について、人口が増加する地区はほとんどなく、多くの地区で人口が減少すると

ともに、広里市街地や用途地域外では５割以下となる地区も多くなることが推計されます。 

図２-４ 将来人口増減率（２０１５（平成２７）→２０４０年（令和２２）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：平成２７年国勢調査結果（総務省統計局）                                  

将来人口・世帯予測ツールＶ２※（Ｈ２７国調対応版）（国土交通省国土技術政策総合研究所） 

  ※小地域（町丁・字）単位の人口・世帯予測データを国土交通省国土数値情報の『土地利用細分メッシュ 

           データ』の「建物用地」に分類されるメッシュ（１００ｍ）に対して、等配分し割り振るものです。 

（深川市街地のみ街区単位で再区分）  
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都市計画区域内人口密度 b．

現在は、２０～３０人／ｈａ以上の地区が多くを占めていますが、今後、人口減少に伴い、令

和２２年には、１０～２０人／ｈａ及び２０～３０人／ｈａの地区が多くを占めることが推計さ

れます。 

図２-５ 人口密度の変化 

２０１５（平成２７）年 ２０４０（令和２２）年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：平成２７年国勢調査結果（総務省統計局）                                  

将来人口・世帯予測ツールＶ２（Ｈ２７国調対応版）（国土交通省国土技術政策総合研究所） 

※深川市街地のみ街区単位で再区分                                       
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都市計画区域内高齢者人口 c．

現在は、高齢化率３０～５０％未満の地区が多くを占めていますが、今後も高齢化の進行が予

測され、令和２２年には大部分の地区で高齢化率が５０％以上になると推計されます。 

図２-６ 高齢化率の変化 

２０１５（平成２７）年 ２０４０（令和２２）年 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：平成２７年国勢調査結果（総務省統計局）                                  

将来人口・世帯予測ツールＶ２（Ｈ２７国調対応版）（国土交通省国土技術政策総合研究所） 

  



7 

人口集中地区（ＤＩＤ）の比較 d．

昭和５０年と平成２７年の人口集中地区（ＤＩＤ）※を比較すると、総人口は昭和５０年の方

が多い（１４，２６７人）ですが、ＤＩＤは約１００ｈａ広がっていることから、市街地が薄く

拡大していることが伺え、人口密度は昭和５０年の５７．１人／ｈａから平成２７年は２９．７

人／ｈａと低下しています。 

図 ２-７ １９７５（Ｓ５０）年と２０１５（Ｈ２７）年の人口集中地区（ＤＩＤ）の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：国土数値情報                                                  

※人口集中地区（ＤＩＤ）：原則として人口密度が４，０００人／㎢以上の基本単位区等が 

互いに隣接した地域の人口が国勢調査時に５，０００人以上を有する地域 
 

【分析結果】 

市街地の低密度化 

○ 市街地の低密度化が進行しており、人口減少に合わせた市街地規模の設定と人口誘導が必要

となっています。 

郊外部の高齢化対策 

○ 人口減少に加え、高齢化の進行も予測されている中で、特に郊外においては高齢者が安心し

て生活を維持できる居住環境対策が重要となります。 

面積

（ｈａ）

人口

（人）

人口密度

（人／ｈａ）

１９７５（Ｓ５０）年ＤＩＤ 250 14,267 57.1

２０１５（Ｈ２７）年ＤＩＤ 354 10,508 29.7
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２ 土地利用の動向 

 

（１）土地利用 
 

土地利用の現状 a．

本市は北海道のほぼ中央に位置し、面積約５３０km2、東西２２km、南北４７kmです。 

本市の北部から南に雨竜川が、南部には、北海道第一の長流石狩川が貫流し、この両河川を中

心に両翼に開ける平地に市街地と水田、畑が形成されています。 

表 ２-１ 地目別面積（単位：km2） 

地目 田 畑 宅地 池沼 山林 原野 雑種地 その他 総面積 

面積 91.19  29.20  8.94  0.97  291.56  24.32  7.04  76.20  529.42  

  17.2% 5.5% 1.7% 0.2% 55.1% 4.6% 1.3% 14.4% 100.0% 

資料：平成３１年北海道統計書 

※地目別の面積は、各市町村において、1月 1日現在で土地課税台帳又は土地補充課税台帳に 

登録されている土地のうち、総評価地積と非課税地積を合計したもの。 

※地目別面積の合計と総面積が異なるため地目別の構成比の合計は１００％にはならない。 

図２-８ 土地利用基本計画図（都市地域・農業地域・森林地域） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国土数値情報  
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図のタイトルと同じポ

イントくらい 



9 

土地利用動向の状況 b．

昭和５１年と平成２６年の土地利用を比較すると、深川市街地、あけぼの市街地、広里市街地、

音江市街地の各市街地及び国道１２号沿道で、建物用地が拡大しています。 

図 ２-９ 土地利用現況の変化 

１９７６（昭和５１）年 ２０１４（平成２６）年 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：国土数値情報 
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（２）開発行為の状況 

昭和５０年度から平成３０年度末時点における開発行為をみると、深川市街地の郊外、国道１

２号及び２３３号沿道、広里工業団地内で実施されています。 

図 ２-１０ 開発行為の対象地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：深川市調べ 

 

【分析結果】 

市街地拡大の抑制 

○ これまでも計画的な土地利用を推進してきましたが、今後は市街地拡大を抑制するための一

層の規制が必要です。 
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（３）空き地・空き家の状況 
 

低未利用地 a．

平成２３年度の都市計画区域内における低未利用地（宅地（未利用宅地・資材置き場・青空駐

車場等）、農地、原野）の状況をみると、深川市街地は約１２８ｈａ、あけぼの市街地は約１５

ｈａ、広里市街地は５６ｈａ、音江市街地は約１ｈａであり、合わせて約２１４ｈａとなってい

ます。深川市街地中心部は狭小な宅地未利用地が点在している状況です。 

表 ２-２ 低未利用地の状況（単位：㎡） 

  宅地 農地 原野 合計 

深川市街地 353,769  796,953  106,500  1,257,222  

あけぼの市街地 15,496  112,000  18,511  146,007  

広里市街地 40,328  449,160  74,479  563,967  

音江市街地 21,019  92,815  59,321  173,155  

合計 430,612  1,450,928  258,811  2,140,351  

資料：平成２３年深川都市計画基礎調査 

図 ２-１１ 低未利用地の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

資料：平成２３年深川都市計画基礎調査 
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空家 b．

深川市の住宅数は平成３０年現在で１０，９５０戸となっており、空家率は１５．３％です。空

知管内の他市と比較すると、岩見沢市、砂川市、滝川市より高く、その他の市より低くなっていま

す。 

表 ２-３ 北海道、深川市の住宅数、空家数 

  
  

a.普通世帯数     
（世帯） 

  
b.住宅数 
（戸） 

  
c.空家数 
（戸） 

d=b-a 
住宅の過不足 
（戸） 

e=b/a          
住宅の過不足率 

（％） 

f=c/b 
空家率 
（％） 

北海道 2,425,600  2,807,200  379,800  381,600  115.7% 13.5  

深川市 9,190  10,950  1,670  1,760  119.2% 15.3  

資料：平成３０年住宅・土地統計調査結果（総務省統計局） 

図 ２-１２ 空家率の比較 

 

 

 

 

 

 
資料：平成３０年住宅・土地統計調査結果（総務省統計局） 

 

平成２７年度から２８年度に実施した深川市街地の空家等状況調査では、ＪＲ深川駅前から道

道沿いに東西に向かって空店舗、空家が多くあります。特に市街地中心部は、空き店舗が集中し

ています。 

図 ２-１３ 空家の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【分析結果】 

宅地未利用地の拡大 

○ 人口・世帯減少が進行すると、空家や宅地未利用地の増加が想定されることから、有効活用

が求められています。 

市街地中心部の再活性化対策 

○ 交通利便性の高い深川駅を中心とした市街地中心部の定住・流入人口を増加するためのまち

づくり方策が必要となっています。 

資料：深川市調べ（平成２７～２８年度調査実施） 
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（４）災害の想定される区域 

都市計画区域内においては、土砂災害警戒区域等の指定はありません。 

しかし、想定最大規模（年超過確率１／１０００程度）の降雨の場合の浸水想定区域をみると、

用途地域内ほぼ全域が浸水するとされています。 

図２-１４ 浸水想定区域図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：重ねるハザードマップ（国土交通省 国土地理院 応用地理部） 

 

【分析結果】 

自然災害への備え 

○ 特に深川市街地においては、浸水等自然災害へ対応しながらまちづくりを進めることが重要

です。 



14 

３ 都市機能施設の立地状況 
 

（１）都市機能施設別立地状況 
 

行政施設 a．

行政施設は、深川、音江市街地に立地しています。平成２７年現在の用途地域内人口カバー率※

８４．５％、令和２２年では９５．２％と１０．７ポイント増加します。 

図２-１５ 行政施設の立地状況と徒歩圏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※用途地域内人口カバー率： 

用途人口に対する施設からの徒歩圏※８００ｍ圏に居住する方の割合 

※徒歩圏： 

「都市構造の評価に関するハンドブック（平成２６年８月国土交通省）」では 

一般的な徒歩圏を半径８００ｍとしている。 

本計画では、上記を踏まえて徒歩圏８００ｍ及び半分の４００ｍを表記した。  
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文化・交流施設 b．

文化・交流施設は、都市計画区域内で点在しています。平成２７年現在の用途地域内人口カバ

ー率は８３．９％、令和２２年では９３．７％と９．８ポイント増加します。 

図 ２-１６ 文化・交流施設の立地状況と徒歩圏 
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学校・スポーツ施設 c．

学校は、深川、あけぼの、音江市街地、スポーツ施設は深川市街地と用途地域外に立地してい

ます。平成２７年現在の用途地域内人口カバー率は８６．１％、令和２２年では９５．８％と９．

７ポイント増加します。 

図 ２-１７ 学校・スポーツ施設の立地状況と徒歩圏 
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子育て支援施設 d．

子育て支援施設は、深川、あけぼの、音江市街地に立地しています。平成２７年現在の用途地

域内人口カバー率は７５．４％、令和２２年では８２．３％と６．９ポイント増加します。 

図２-１８ 子育て支援施設の立地状況と徒歩圏 
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介護・福祉施設 e．

通所系・訪問系・小規模多機能施設は、深川、広里市街地に立地しています。それ以外の介護・

福祉施設は、深川、音江市街地及びあけぼの市街地郊外に立地しています。平成２７年現在の用

途地域内人口カバー率は８９．３％、令和２２年では９８．８％と９．５ポイント増加します。 

図 ２-１９ 介護・福祉施設の立地状況と徒歩圏 
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医療施設 f．

病院は深川市街地及びあけぼの市街地郊外、音江市街地郊外に立地しています。診療所及び歯

科診療所は全て深川市街地に立地しています。平成２７年現在の用途地域内人口カバー率は８６．

０％、令和２２年では９６．２％と１０．２ポイント増加します。 

図２-２０ 医療施設の立地状況と徒歩圏 
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商業施設 g．

スーパーマーケットは深川市街地及び深川市街地郊外に立地しています。商店、コンビニエン

スストアは、深川、音江市街地に立地しています。平成２７年現在の用途地域内人口カバー率は

８４．５％、令和２２年では９５．５％と１１ポイント増加します。 

図２-２１ 商業施設の立地状況と徒歩圏 
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金融施設 h．

銀行、信用金庫は、全て深川市街地に立地しています。郵便局は、深川、あけぼの、広里市街

地に立地しています。平成２７年現在の用途地域内人口カバー率は７８．９％、令和２２年では

８８．４％と９．５ポイント増加します。 

図２-２２ 金融施設の立地状況と徒歩圏 
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（２）まとめ 
 

都市機能施設立地状況のまとめ a．

都市機能施設は、深川市街地中心部に多様な種類が立地しており、同一機能が近接しています。

一方で広里市街地は、あけぼの、音江市街地に比べ少ない状況です。また、あけぼの市街地郊外に

都市機能施設が複数立地する等、用途地域外での立地も見られます。 

図２-２３ 都市機能等のまとめ 
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日常生活サービス圏 b．

日常生活サービス（医療、介護・福祉、商業、交通機能）圏をみると、深川駅周辺と深川市街地

の東西の一部で全てのサービスが徒歩圏内となっています。一方であけぼの市街地は交通機能（バ

ス停）のみ、音江市街地については該当機能がありません。平成２７年現在の用途地域内日常生活

サービス人口カバー率は３０．８％にとどまりますが、令和２２年では３４．６％と３．８ポイン

ト増加します。 

図 ２-２４ 日常生活サービス施設と公共交通施設の立地状況と徒歩圏 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ｈ２７ Ｒ２２ Ｈ２７ Ｒ２２

用途地域内人口 15,205 9,350 － －

医療施設カバー人口 12,881 8,917 84.7% 95.4%

介護・福祉施設カバー人口 13,370 9,159 87.9% 98.0%

商業施設カバー人口 12,852 8,928 84.5% 95.5%

ＪＲ駅、バス停カバー人口 12,536 8,639 82.4% 92.4%

上記のすべてを享受できる人口 4,685 3,231 30.8% 34.6%

人口（人） カバー率
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【分析結果】 

市街地中心部の都市機能維持 

○ 深川市街地中心部にある都市機能の維持を図るため、公共施設の集約化や機能の複合化・多

機能化等の利便性向上が求められます。 

市街地中心部へのネットワーク強化 

○ あけぼの、広里、音江市街地においては、日常サービスが不足していることから、深川市街

地への交通ネットワークの強化により利便性向上を図ることが必要です。 

 

 

 

４ 交通 

 

（１）公共交通の現状と交通手段 

本市の公共交通は、ＪＲ、民間バスがあります。 

ＪＲ深川駅の１日当たり乗降客数は平成２３年から２，０００人前後で横ばいに推移していま

す。一方で路線バスの年間利用者数は、平成２２年の８８８，８４５人から減少しており、平成

３０年は６４１，１３６人と平成２２年から約２８％減少しています。また、平成２７年現在の

用途地域内人口カバー率は８２．０％となっています（後述 図２－３１参照）。 

本市の自家用車分担率をみると、６７．４％と７割弱が通勤・通学時に自家用車を利用してい

ます。また、自動車保有状況の推移をみると、近年は一貫して増加している状況であり、交通手

段においては自動車に依存していることがうかがえます。 

図 ２-２５ ＪＲ深川駅の１日当たり乗降客数の推移 

 

 

 

 

 
 

資料：国土数値情報 

図 ２-２６ 路線バスの年間利用者数の推移 

 

 

 

 
 

資料：深川市調べ  
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図２-２７ 地域別自家用車分担率 

 

 

 

 

 
 

資料：平成２７年国勢調査（自家用車分担率＝自家用車利用者数／就業者・通学者総数） 

図２-２８ 自動車保有数・人口一人当たり保有台数の推移 

 

 

 

 

 

 
 

資料：北海道運輸局 市町村別保有車両数年報 

 

 

（２）ＪＲ・バスの利用頻度（市民アンケート） 

普段のＪＲの利用頻度は、「数か月に 1回程度」が５２．６％と過半を占め、以下、「利用し

ない」が３４．９％、「ほぼ毎日」、「１週間に２～３回程度」、「1週間に 1回程度」、「1

ヶ月に１～３回程度」を合わせた定期利用は１２．５％となっています。 

普段のバスの利用頻度は、「利用しない」が７１．９％と 7割強を占め、以下、「数か月に 1

回程度」が２０．９％、「ほぼ毎日」、「１週間に２～３回程度」、「1週間に 1回程度」、「1

ヶ月に１～３回程度」を合わせた定期利用は４．０％のみとなっています。 

図２-２９ 普段のＪＲの利用頻度          図 ２-３０ 普段のバスの利用頻度 

（市民アンケート）                （市民アンケート） 
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図２-３１ 公共交通（バス停）の立地状況と徒歩圏（３００ｍ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※バス停からの徒歩圏３００ｍ： 

「都市構造の評価に関するハンドブック（平成２６年８月国土交通省）」では 

バス停からの徒歩圏を半径３００ｍとしているため、本計画でも同様としている。 

 

【分析結果】 

公共交通利用者減少への対応 

○ 市内移動を担うバス交通については、通勤・通学者や高齢者等の交通弱者が利用しやすいシ

ステムが必要です。 

車社会への対応 

○ 自動車利用が日常化する中で、都市機能が集積する市街地中心部は対応が必要となっていま

す。 

Ｈ２７用途地域内人口 15,205

用途地域内バス停３００ｍカバー人口 12,471

カバー率 82.0%
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５ 市の財政状況 
 

（１）財政状況の推移 

近年の財政状況は、１７０～１８０億円程度で推移しています。そのうち、自主財源となる地

方交付税の歳入状況をみると、近年は約２１～２２億円で推移しており一定していますが、将来

的に人口減少、少子高齢化が一層拡大する中で地方税を含む歳入は減少することが予想されます。 

図２-３２ 歳入・歳出の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：深川市ホームページ 財政状況資料集・財政状況等一覧表 

 

（２）公共施設の将来更新費用 

「深川市公共施設等総合管理計画」によると、平成２７年度現在で現有の公共施設等を保有し

続けた場合の更新に必要なコストは、４０年間で２，０７５.１億円、年平均５１．９億円、投資

的経費実績の年平均１８．５億円と比較して約２．８倍と試算されています。 

今後の人口減少を見据え、公共施設等の適切な配置が必要であるといえます。 

図２-３３ 公共施設等（公共施設・インフラ施設）の将来更新費用推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：深川市公共施設等総合管理計画 

 

【分析結果】 

都市運営コスト縮減対策 

○ 歳入の減少が予想される中で、公共施設をはじめ都市運営コストの縮減が求められています。 

17,824  17,544  18,270  
17,364  

18,330  
17,279  

2,256  2,240  2,128  2,180  2,192  2,209  

17,424  17,342  18,046  
17,100  

18,092  
17,163  

0

5,000

10,000

15,000

20,000

平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

（百万円） 

歳入 うち地方税 歳出 



28 

６ 都市計画を取り巻く市民意向 

本計画の策定に当たって、令和元年１２月に市内在住の満２０歳以上の方から無作為に抽出し

た１，２００人を対象としたアンケート調査を実施しました（回収率３４．３％）。 

アンケート調査結果から、日常的な生活実態、市街地のイメージ・整備意向、暮らしやすさな

どを把握します。 

 

（１）深川市での暮らしについて 
 

居住環境で重要と考えるもの a．

居住環境で重要と考えるものは、「買い物や通院などの利便性」が８２．５％ととりわけ多く、

以下、多い順に、「公共交通機関の利便性」４０．９％、「治安及び防犯上の安全性」３９．１％、

「災害時の安全性」３７．１％となっています。 

図 ２-３４ 居住環境で重要と考えるもの（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

将来の居住意向 b．

今後の居住意向は、「住み続けたいと思う」

が７４．４％と約３／４を占め、次いで、「わ

からない」１１．０％、「他の市町村へ移りた

い」１０．８％、「市内の他の地域に移りたい」

３．８％となっています。「住み続けたいと思

う」と「市内の他の地域に移りたい」を合わせ

た市内での居住意向は７８．２％です。 
 

生活環境全般の満足度 c．

深川市の生活環境全般の満足度を５段階評

価してもらった結果は下表のとおりです。平均

点は３．０点です。 
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を 3 点、満足度２を 2点、満足度１を 1 点と

した合計を回答者数で割った平均点 

  

82.5  

40.9  

39.1  

37.3  

20.6  

19.3  

16.5  

10.9  

4.8  

2.0  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
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ゆとりある閑静な居住環境 

良好な地域コミュニティ 

公園や緑地などの環境 

良好な景観 
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n=394

図２-３５ 将来の居住意向 

図 ２-３６ 生活環境全般の満足度 
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（２）深川市の「まちづくり」について 
 

将来の市街地範囲について a．

将来の深川市の市街地の範囲については、

「将来的に市街地の範囲を狭めていくべき」が

４５．７％と半数弱を占め、「現状を維持する

べき」が３９．４％、「市街地の範囲を広げて

いくべき」が９．３％となっています。 

 

 

将来の深川市街地と音江、納内、多度志等の地域との関係 b．

将来の深川市街地と音江、納内、多度志等との関係は、「深川市街地にスーパー等の商業施設

や医療施設、公共施設を集約するのは基本だが、他の地域でも最低限の商業施設等の機能を確保

すべき」が４９．１％と概ね半数を占め、「深川市街地にスーパー等の商業施設や医療施設、公

共施設を集約し、他の地域からの交通ネットワークを強化し、行き来しやすくするべき」が３５．

０％、「深川市街地以外の他の地域においても、市街地と同様に一通りの生活利便機能をそろえ

るべき」が１３．６％となっています。 

図 ２-３８ 将来の深川市街地と音江、納内、多度志等の地域との関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

希望する将来のまちの姿（複数回答） c．

希望する将来のまちの姿は、「農業・食・観光を生かした魅力とにぎわいのあるまち」が６７．

５％と最も多く、次いで「商工業が盛んで働く場所がたくさんあり、若者が移住・定住しやすい

まち」が５９．６％、「子育て世代からお年寄りまで、支えあい安心して暮らしやすいまち」が

５５．３％などとなっています。 

図 ２-３９ 希望する将来のまちの姿（複数回答） 
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積雪寒冷地ならではの魅力を生かし、冬でも快適に暮らせるまち 

スポーツや健康づくりが盛んで、人の活気があふれるまち 

環境にやさしく、自然エネルギー等を有効活用したまち 

豊かな自然と整ったまちなみが形成され、景観が美しく誇れるまち 

その他 
n=403

図２-３７ 将来の市街地の範囲 
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施設を集約するのは基本だが、他の地域でも最低限の商
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深川市街地以外の他の地域においても、市街地と同様に

一通りの生活利便機能をそろえるべき 

その他 
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７ 立地適正化に向けたまちづくりの課題 

本市の都市計画を取り巻く現状や市民意向結果を踏まえ、今後の立地適正化に向けたまちづく

りの課題を整理します。 

 

課題１：将来人口規模に合わせた市街地のコンパクト化が必要 

＜具体的な課題＞・人口減少の進行           ・市街地中心部の低密度化 

・市街地拡大の抑制          ・宅地未利用地の拡大 

・都市運営コスト縮減対策 

本市の人口は、約２０年後の令和２２年に平成２７年の約６割になると推計されています。 

一方で、今後の居住意向に対する市民アンケート結果では、約７５％が「住み続けたいと思う」

と回答しており、多くの市民が現在の住宅に住み続けながら、その周辺は空家や宅地未利用地が

増加していくことが考えられます。 

本市では、これまでも計画的な土地利用を推進してきましたが、都市運営コストの縮減が求め

られている中で、今後は市街地拡大を抑制するための一層の規制が必要です。 

今後のまちづくりにおいては、将来人口規模に合わせた市街地のコンパクト化を進めていく必

要があり、そのための誘導方策が求められます。 

 

課題２：高齢者等誰もが安心して暮らし続けられる居住環境対策 

＜具体的な課題＞・郊外部の高齢化対策         ・自然災害への備え 

・市街地中心部へのネットワーク強化  ・公共交通利用者減少への対応 

人口減少に加え、高齢化の進行も予測されている中で、特に郊外においては高齢者が安心して

生活を維持できる居住環境対策が重要となります。 

市民アンケート結果では、居住環境で重要と考えるものは「買い物や通院などの利便性」が約

８３％ととりわけ高く、以下、「公共交通機関の利便性」が約４１％、「治安及び防犯上の安全

性」が約３９％、「災害時の安全性」が約３７％となっています。 

市内移動を担うバス交通は、利用者の減少が続いていますが、高齢者等の交通弱者にとっては

重要な移動手段であり、買い物や通院時に利用しやすい交通環境が求められています。 

また、浸水や風雪等の自然災害へ対応しながら安全に暮らし続けられるまちづくりが重要です。 

 

課題３：市街地中心部の利便性向上 

＜具体的な課題＞・市街地中心部の再活性化対策     ・市街地中心部の都市機能維持 

・車社会への対応 

市民アンケート結果では、将来の深川市街地と音江、納内、多度志等との関係について「深川

市街地にスーパー等の商業施設や医療施設、公共施設を集約するのは基本だが、他の地域でも最

低限の商業施設等の機能を確保すべき」が約４９％であるなど、市民にとって深川市街地に都市

機能が集約されている事が基本認識となっていることがうかがえます。 

そのためには、公共施設の集約化や機能の複合化・多機能化等の利便性向上や、自動車利用が

日常化する中での駐車場確保など、交通利便性の高いＪＲ深川駅を中心とした市街地中心部の定

住・流入人口を増加するためのまちづくり方策が必要となっています。  
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３章 まちづくりの方針 
 

深川市における立地適正化に向けた現状の課題を踏まえ、更には、上位・関連計画と整合を図

りながら、「まちづくりの方針」「目指すべき都市の骨格構造」「課題解決のために必要な施策・

誘導方針（ストーリー）」を設定します。 

 

１ まちづくりの方針 

 

（１）まちづくりの目標 

本市の最上位計画である「第五次深川市総合計画」が目指す都市像は「輝くみどりと豊かな心 

みんなで創る 我がまち ふかがわ」としており、まちづくりを進める上での行政手法のひとつ

として「適正な土地利用の推進」を掲げ、都市地域においては、無秩序な市街地の拡大を抑制す

るとともに、既存市街地にある未利用土地の有効活用を図り、コンパクトで魅力的な市街地の形

成を図るとしています。 

市民アンケートでは、希望するまちの姿は「農業・食・観光を生かした魅力とにぎわいのある

まち」が約７割を占める一方で、将来の市街地範囲については「将来的に市街地の範囲を狭めて

いくべき」が４６％、「現状を維持するべき」は４０％と意見が分かれており、人口減少等を見

据えながら市民と共に活力ある持続可能なまちづくりを進めていくことが必要といえます。 

以上から、本計画におけるまちづくりの目標は『みんなで創る魅力とにぎわいのあるまちづく

り』と定め、子どもから高齢者まで誰もが快適な市街地形成を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜まちづくりの目標（案）＞ 

みんなで創る魅力とにぎわいのあるまちづくり 
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（２）まちづくりの基本方針（ターゲット） 

まちづくりの基本目標である『みんなで創る魅力とにぎわいのあるまちづくり』を実現してい

くために、まちづくりの基本方針（ターゲット）を以下のとおり設定します。 

 

図 ３-１ 課題とまちづくりの基本方針 

 

具体的な課題  まちづくりの基本方針（ターゲット） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 市内の中核である深川市街地中心部に

ついては、都市機能の充実とまちなか居住

によるにぎわいある市街地の再生を目指

します。 

 

 

 

 

 自然環境に囲まれた居住環境を形成す

るあけぼの市街地、工業団地を有する広里

市街地、国道１２号、道央自動車道深川イ

ンターチェンジといった交通拠点である

音江市街地など、既存の特徴を活かした持

続的な居住環境の形成といつまでも住み

続けられる市街地間の交通の確保を目指

します。 

・人口減少への対応 

・市街地の低密度化 

・郊外部の高齢化対策 

・市街地拡大の抑制 

・宅地未利用地の拡大 

・市街地中心部の再活性化対

策 

・自然災害への備え 

・市街地中心部の都市機能維

持 

・市街地中心部へのネットワ

ーク強化 

・公共交通利用者減少への対

応 

・車社会への対応 

・都市運営コスト縮減対策 

基本方針１ 

市街地中心部のにぎわい再生 

基本方針２ 

安心で持続的な特徴ある 

市街地づくり 
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２ 目指すべき都市の骨格構造 

目指すべき都市の骨格構造は、次のとおり設定します。 

〇 本市の中心拠点は、ＪＲ深川駅前とし、都市機能の充実と居住誘導を進めます。 

〇 ＪＲ深川駅は交通結節点とし、広域間の交通軸を形成するとともに、市内路線バスを主

体とした各市街地間を結ぶ拠点間公共交通軸と深川市街地内の循環型交通網を形成しま

す。 

 

図 ３-２ 都市の骨格構造 
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３ 課題解決のために必要な施策・誘導方針（ストーリー） 

まちづくりの目標及びまちづくりの基本方針（ターゲット）を実現するため、課題解決に向け

た施策・誘導方針（ストーリー）を以下のとおり設定します。 

 

図 ３-３ 施策・誘導方針（ストーリー）体系図 
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① まちなか居住の推進 

〇 深川市街地内に居住誘導区域を設定し、まちなかへの居住を誘導します。 

〇 関係課と連携しながら、住宅助成施策による居住誘導区域内への定住化や空き地の有効活用

を図ります。 

〇 立地誘導促進施設協定によるまちづくり団体等が空き家や空き地を共同で整備・管理する公

共空間や施設の創出を促進します。 

〇 市営住宅については、居住誘導区域内への集約化を進めます。 

 

 

② 市街地中心部の利便性向上と周遊促進 

〇 ＪＲ深川駅を中心とした区域に都市機能誘導区域を設定し、都市機能の集積化を促進します。 

〇 関係課と連携しながら、空き店舗や空き地を活用して集客施設設置、または商業用店舗等開

設した場合の助成施策による都市機能誘導区域内のにぎわい向上を図ります。 

〇 老朽化の進む公共施設の更新・集約化を進め、都市機能の向上を図ります。 

〇 民間活力を導入しながらバスターミナル等交通結節点を含めた複合施設整備の検討を進め

ます。 

〇 都市機能誘導区域内の駐車場確保による歩行者の移動上の利便性及び安全性向上のため、駐

車場配置適正化区域や集約駐車施設等への駐車施設の設置を検討します。 

〇 公共施設や歩行空間のバリアフリー化と無電柱化を進め、来訪者の周遊を促進します。 

〇 商店街や飲食店街と連携したまちなかに賑わいをつくり出すための取り組みを推進します。 

〇 必要に応じて点在する狭小な空き地や空き地を集約し活用していく低未利用土地権利設定

等促進計画を策定します。 

〇 必要に応じて用途地域を変更し都市機能施設の誘導を図ります。 

 

 

③ 安全・安心な居住環境の形成 

〇 関係課と連携しながら、空き家・空き地の有効活用を促進します。 

〇 用途地域内で住宅と農地が混在する地域については、田園住居地域への変更を検討し、開発

規制及び建築規制による良好な居住環境と営農環境の形成を図ります。 

〇 地域防災計画と連携した防災関連施策に取り組みます。 

〇 冬期間の除排雪に取り組みます。 

 

 

④ 市街地中心部への円滑な交通ネットワーク 

〇 地域公共交通網形成計画や関係課と連携しながら、市街地中心部への交通ネットワークの充

実を図ります。 

・市民ニーズに対応した市内循環バスを運行します。 

・深川市街地中心部とあけぼの、広里、音江市街地を結ぶ路線バスの利用者を増やすため、

バス事業者と連携を図ります。 

・公共交通空白地域におけるデマンド型乗合タクシー等の導入を検討します。 
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４章 誘導区域・誘導施設の設定 
 

１ 都市機能誘導区域・誘導施設の設定 

 

２ 居住誘導区域の設定 

 

 

 

 

５章 届出制度 
 

１ 誘導区域外における届出 

 

 

 

６章 都市機能および居住を維持・誘導するための施策 
 

１ 施策の方向性 

 

２ 誘導区域における施策 

 

３ その他の施策 

 

 

 

 

７章 目標値の設定と評価方法 
 

１ 目標値の設定 

 

２ 計画の評価 

 

 

 

 

８章 資料編 




